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国連の障害者権利条約の総括
所見と総合支援法の見直し

全国手をつなぐ育成会連合会（以下「全育連」と
いう。）は、今回の総括所見で示された勧告・要
請は、私たちが目指すべき重要な方向性を示して
いる点で賛同しています。

ただし、そのためには知的・発達障害児者（以下
「知的障害者等」という。）本人の意見を聞き、
その思いを中心にして、十分に議論し、丁寧で着
実に準備することが不可欠だと思います。

育成会フォーラム (R4年度) 2



国の実状を踏まえて「早期に実現可能な取組み」
に着手することと、「実現に向けた課題や必要な
支援を明確化すべき取組み」についても、早急に
議論を開始するよう国に働きかけます。

とりわけ知的障害等に関連する分野については、
権利条約において、第１２条（法の下の平等）、
第１９条（地域生活）、第２４条（教育）、第２
８条（相当な生活水準）が知的障害者等に関係の
深い分野として挙げられます。それぞれについて
、現時点における全育連の考え方について説明い
たします。
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法の下の平等
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（第１２条関係）

第１２条関係では、代理・代行的な意思決定体制
の廃止を視野に入れて、障害者本人の自律性、意
思、選好を尊重する支援付き意思決定メカニズム
を確立することが勧告されました。

このことを受けて、令和４年６月から成年後見制
度のあり方を抜本的に見直す議論が始まっている
点を高く評価されました。

知的障害者等は長期にわたって成年後見制度を利
用する可能性があるため、成年後見制度だけに頼
ることなく、真に利用しやすい権利擁護の仕組み
となることを期待し、全育連としても関わってい
きます。
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自律した生活と地域社会への参加
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（第１９条関係）

第１９条関係では、障害児を含む障害者の施設収容
廃止、グループホームを含む特定生活施設に住むこ
とを義務づけられないようにすること、地域自立生
活への移行に関する期限付きの目標、人材、技術、
資金を伴う法的枠組みおよび国家戦略の策定と都道
府県への義務付けなどが「強い要請」として示され
ました。

こうした方向の実現に向けては、まず知的障害者等
の本人が「どこで誰と暮らしたいか」を意思決定す
るための支援、その人らしい「暮らしぶり」を選び
とれるような選択肢や手立てを増やすための方策が
不可欠であると考えます。
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また、入所施設の廃止に向けては、担っ
ている（担うべき）機能や役割（大きく
生活が崩れた際の立て直しや、行動障害
・医療的ケアなどへの専門支援の提供、
短期入所の実施など）を明確化した上で
、それらの機能や役割を地域でも十分に
活用できることが前提条件にして、地域
での支援力の構築と向上、人材確保、財
政的な支援策等を整えることが必要不可
欠になります。
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全育連としての考え

第19条は「地域であたりまえに自立して
暮らす権利」を定めた条文です。総括所
見では、「障害による差別を受けることなく、
好きな場所で暮らせる」ことを保障する条
約の趣旨に沿って、「障害児を含む障害
者が施設を出て地域で暮らす権利が保
障されていない」ことから「脱施設化」の要
請がなされました。
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そして、①国が行うべき基本の対応、
②自治体レベルの取り組み、
③社会全体での推進など
が段階的に示されています。
国には地域で暮らすための法的枠組み
の整備や予算配分の見直しを求めてい
ます。
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地域での支援にどのくらいの費用や支
援が必要なのか早急に分析するととも
に、障害者が施設から効果的に地域移
行することについて国が計画すること、
および都道府県における計画の義務化
を求めました。
これを進めていくため国として具体的
に進めている事業は「地域生活支援拠
点等事業の推進」です。

育成会フォーラム (R4年度) 13



地域生活支援拠点を軸にヘルパー等
の人材育成をして地域の体制を整える
ことや、権利委員会が公表した「脱施設
化に関するガイドライン」に則り、期限を
決めて計画を実行していくことが求めら
れています。
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これを進めていくために、国として具体
的に進めている事業は「地域生活支援
拠点等事業の推進」です。地域生活支
援拠点を軸にヘルパー等の人材育成を
して地域の体制を整えることや、権利委
員会が公表した「脱施設化に関するガ
イドライン」に則り、期限を決めて計画を
実行していくことが求められています。
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拠点等の整備に必要な機能
○ 拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害児者の受け入れを前提として、
すでに地域にある機能を含め、原則、下記の５つの機能すべてを備えることと
されていますが、地域の実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に市町がお
こなうこととされています。

○ 機能の内容の充足の程度についても、各地域の実態に応じて市町が判断する
こととされています。
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① （緊急時・地域移行促進のための）「相談」支援の機能

② 「緊急時の受け入れ・対応」の機能

③ 「体験の機会・場」の確保及び提供の機能

④ 「専門的人材の確保・養成」の機能

⑤ 「地域の体制づくり」の機能



教育（インクルーシブ教育）
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（第２４条関係）

第２４条関係では、分離された特別な教育をやめ
ること、インクルーシブ教育を確保するための合
理的配慮が保証されること、教育関係者へ障害者
の人権モデルに関する認識を高める研修を行うこ
となどが「強い要請」として示されました。

これについても、基本的には第１９条と同じく、
障害児と保護者がその子にとってより良い「学び
方」を選びとれるようにすることが重要です。

インクルーシブ教育を受けることは権利であって
義務ではない点は十分に認識されなければならな
いと思います。
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ただし、教育場面における分断が将来に渡って
の分断につながる可能性が高いことは事実であ
り、学びの場を分けるのではなく、個人単位で
学びの保障を実現する方策を講じることが望ま
れています。

その際には、特別支援学校や特別支援学級が担
っている（担うべき）機能・役割（個別の教育
支援ニーズを充足するための手厚い教員配置や
学校設備、専門免許と研修体制、少人数対応な
ど）を明確化した上で、それらの機能・役割を
地域で漏れなく提供できるようにすることが不
可欠になると思います。
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十分な生活水準と社会的保護
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（第２８条関係）

第２８条関係では、障害者に適切な生活
水準を保証するため社会的な保護制度を
強化すること、障害者団体と協議の上で
障害年金の額に関する規定を見直すこと
が勧告されています。

特に中重度知的障害者の生活水準は障害
基礎年金によって大きく左右されること
から、政府には早急に本会を含む障害者
団体と障害基礎年金のあり方について協
議することを求めています。
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強度行動障害に関して要望
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク
一般社団法人 日本自閉症協会
全日本自閉症支援者協会

一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会

現在、強度行動障害とされる人や子ども（以下「強

度行動障害児者」という。）への支援が十分とはいえ

ない状況が少なからず生じております。強度行動障

害児者は、時に顕著な行動上の課題が生じることか

ら、希望しても生活介護の利用が進まず待機させら

れたり、短期入所やグループホームの利用を断られ

てしまったりといった残念な状況・実態にあると全国

各地からの報告があります。
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国においても強度行動障害支援者養成研修

を実施し、多くの支援者が基本知識を得るよう

になりました。

しかし、知識の取得だけでは、実践で十分に

生かせる状況にはなっていません。研修で得

られた知識を実践で生かすには、支援現場に

おいてスーパーバイザー等の指導による実践

的な研修・研鑽（ＯＪＴ等）が求められています。
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支援者のスキルアップは、全国各地で報告さ
れている強度行動障害児者のサービス利用
が断わられる現状を改善するために、急務と
いえます。
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改善策として
１ 全国どこであっても、強度行動障害児・者に対し

て、適した環境での適切な関わり（教育・支援）が、

ライフサイクルに沿って一定水準で確保されるよう

な体制の確立に向けて早急に具体的な計画の立

案。

２ 強度行動障害児者の障害特性を踏まえた関わり

が教育や支援の基本となり、かつ一貫性のある体

制で提供されるような仕組みを（仮称）行動障害支

援センターのナショナルセンター構想として構築して

ください
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３ （仮称）行動障害支援センターは「全国」

「ブロック」「都道府県」「障害保健 福祉圏

域」の４層構造とし、支援現場に最も近い障

害保健福祉圏域も対象にして、支援者の養

成、困難事例の情報共有を図るなど、横の

連携を強化したネットワークによりさまざまな

バックアップ体制を整え、行動障害支援の質

の全国水準を引き上げてください。

育成会フォーラム (R4年度) 30


